
第２９号議案 

第

二

十

九

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

三

年

六

月

二

十

八

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見 

  



第２９号議案 

 
 

 

江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

「

、

福

祉

の

増

進

」

を

「

及

び

福

祉

の

増

進

」

に

改

め

る

。

 

 

第

四

条

第

一

号

中

「

（

小

岩

区

民

館

に

あ

つ

て

は

コ

ミ

ユ

ニ

テ

イ

ホ

ー

ル

）

」

を

削

る

。

 

 

第

十

二

条

第

二

号

中

「

、

利

用

条

件

」

を

「

利

用

条

件

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

五

条

中

「

き

損

」

を

「

毀

損

」

に

改

め

る

。

 

 

別

表

一

江

戸

川

区

立

小

岩

区

民

館

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

       

別

表

二

江

戸

川

区

立

小

岩

区

民

館

の

部

㈠

の

表

を

削

る

。

 

 

別

表

二

江

戸

川

区

立

小

岩

区

民

館

の

部

㈡

の

表

コ

ミ

ユ

ニ

テ

イ

ホ

ー

ル

音

楽

室

の

項

を

削

り

、

同

表

備

考

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 

備

考

 

 
 

利

用

者

が

、

入

場

料

そ

の

他

こ

れ

に

類

す

る

料

金

を

徴

収

す

る

場

合

は

、

規

定

使

用

料

の

     

江

戸

川

区

立

小

岩

区

民

館
 

談

話

室

 

く

つ

ろ

ぎ

の

間

 

レ

ク

リ

エ

ー

シ

ヨ

ン

ホ

ー

ル

 
講

座

講

習

室

 

和

室

 

集

会

室
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五

割

相

当

額

を

増

徴

す

る

。

 

 
別

表

二

江

戸

川

区

立

小

岩

区

民

館

の

部

㈡

の

表

を

同

部

の

表

と

す

る

。

 

 

付
 

則

 

 

こ

の

条

例

は

、

江

戸

川

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

小

岩

区

民

館

の

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ホ

ー

ル

及

び

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ホ

ー

ル

音

楽

室

の

廃

止

に

伴

い

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


